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１　

は
じ
め
に

「
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関

す
る
条
例
」
は
、
大
阪
府
議
会
の
令
和
６
年
２
月
定

例
会
に
お
い
て
賛
成
多
数
で
可
決
し
、
同
年
４
月
１

日
に
施
行
し
ま
し
た
。
都
道
府
県
議
会
の
特
別
委
員

会
か
ら
の
条
例
提
案
・
成
立
は
、
全
国
初
の
取
組
で

あ
り
、
本
稿
で
は
、
本
条
例
の
制
定
に
至
っ
た
背
景

や
経
緯
、
条
例
の
内
容
等
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

２　

条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
と
経
緯

本
条
例
は
、
大
阪
府
議
会
の
「
基
礎
自
治
体
の
機

能
強
化
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
」（
以
下
「
特

別
委
員
会
」
と
い
い
ま
す
。）
か
ら
提
案
し
た
も
の

で
す
。

急
激
な
人
口
減
少
と
少
子
高
齢
化
の
加
速
度
的
な

進
行
は
、
避
け
て
は
通
れ
な
い
大
き
な
社
会
課
題
で

あ
り
、
住
民
に
身
近
な
基
礎
自
治
体
で
あ
る
市
町
村

の
行
財
政
に
甚
大
な
影
響
を
及
ぼ
し
か
ね
な
い
と
の

問
題
意
識
か
ら
、
大
阪
府
議
会
で
は
、「
急
激
な
人

口
減
少
と
高
齢
化
が
進
む
中
、
将
来
の
基
礎
自
治
体

の
あ
り
方
、
機
能
強
化
に
つ
い
て
幅
広
く
調
査
検
討

を
行
う
」
こ
と
を
目
的
に
、
令
和
５
年
５
月
、
特
別

委
員
会
を
設
置
し
ま
し
た
。

特
別
委
員
会
で
は
、
将
来
の
基
礎
自
治
体
の
あ
り

方
や
機
能
強
化
に
つ
い
て
、
府
内
市
町
村
間
に
お
い

て
、
広
域
連
携
や
合
併
な
ど
、
効
果
的
な
方
策
等
を

推
進
さ
せ
る
た
め
、
幅
広
く
調
査
検
討
を
行
っ
て
い
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た特別委員会の提案によるもので、都道府県
議会の特別委員会からの条例提案・成立は、
全国初となる。

ま
す
。
令
和
５
年
度
に
お
い
て
は
、
委
員
会
や
委
員

協
議
会
を
計
16
回
開
会
し
、
基
礎
自
治
体
を
所
管
す

る
総
務
部
市
町
村
局
か
ら
の
現
状
や
取
組
状
況
の
説

明
聴
取
を
始
め
、
各
委
員
に
よ
る
多
種
多
様
な
観
点

か
ら
の
質
疑
、
学
識
経
験
者
や
現
職
の
市
長
、
町
長

延
べ
８
名
を
参
考
人
と
し
て
招
致
し
て
意
見
聴
取

し
、
そ
の
後
課
題
対
応
策
の
検
討
を
実
施
し
ま
し
た
。

そ
し
て
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
・
強
化
の
目
的

や
府
の
基
本
ス
タ
ン
ス
、
府
の
役
割
を
明
確
に
し
、

取
組
を
推
進
す
る
た
め
、
条
例
の
制
定
を
目
指
す
こ

と
と
な
り
、
提
案
に
向
け
た
委
員
間
討
議
を
経
て
、

令
和
６
年
２
月
定
例
会
に
お
い
て
特
別
委
員
会
か
ら

提
案
し
た
条
例
案
を
大
阪
府
議
会
で
可
決
し
ま
し
た
。

大阪府

大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び

強
化
に
関
す
る
条
例

大
阪
府
議
会　

基
礎
自
治
体
の
機
能
強
化
に
関
す
る
調
査
特
別
委
員
会
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ら
の
取
組
を
行
う
市
町
村
に
対
し
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
き
め
細
や
か
に
支
援
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
２
）
定
義
、
基
本
理
念

第
２
条
で
は
、
本
条
例
の
名
称
に
も
あ
る
「
基
礎

自
治
機
能
」
に
つ
い
て
「
市
町
村
が
基
礎
的
な
自
治

体
と
し
て
解
決
す
べ
き
課
題
に
的
確
に
対
応
す
る
と

と
も
に
、
住
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に
わ

た
っ
て
安
定
的
に
提
供
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
及

び
体
制
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
。

ま
た
第
３
条
で
は
、
大
阪
府
が
基
礎
自
治
機
能
の

充
実
及
び
強
化
に
取
り
組
む
前
提
と
な
る
基
本
理
念

と
し
て
、
市
町
村
に
お
い
て
、

①
安
定
し
た
行
財
政
運
営
を
行
う
た
め
に
、
課
題

を
的
確
に
予
測
し
、
そ
の
影
響
を
見
通
し
な
が

ら
取
組
が
進
め
ら
れ
る
こ
と

②
住
民
と
と
も
に
、
そ
の
将
来
像
や
進
む
べ
き
方

向
性
に
つ
い
て
十
分
に
議
論
を
行
い
な
が
ら
検

討
さ
れ
る
こ
と

を
掲
げ
て
お
り
、
前
文
と
同
様
、
市
町
村
の
主
体
的

な
取
組
を
前
提
と
し
て
い
ま
す
。

（
３
）
大
阪
府
及
び
大
阪
府
議
会
の
責
務

第
４
条
及
び
第
５
条
で
は
、
大
阪
府
（
知
事
）
と

大
阪
府
議
会
そ
れ
ぞ
れ
の
責
務
を
定
め
て
い
ま
す
。

大
阪
府
の
責
務
と
し
て
は
、基
本
理
念
（
第
３
条
）

に
基
づ
き
、
①
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
、
②
広
域

３　

条
例
の
概
要

本
条
例
は
前
文
と
21
条
の
条
文
及
び
附
則
か
ら
な

り
ま
す
が
、
以
下
、
条
例
の
主
な
ポ
イ
ン
ト
を
説
明

し
ま
す
。

（
１
）
前
文

前
文
で
は
、
ま
ず
、
条
例
制
定
に
至
っ
た
背
景
に

つ
い
て
記
載
し
て
い
ま
す
。
大
阪
府
に
お
い
て
は
、

総
人
口
が
平
成
22
年
を
ピ
ー
ク
に
減
少
に
転
じ
て
お

り
、
今
後
急
激
な
人
口
減
少
や
高
齢
化
の
進
展
に
よ

り
、
高
齢
者
支
援
ニ
ー
ズ
や
空
き
家
の
増
加
な
ど
、

市
町
村
行
政
に
影
響
を
及
ぼ
す
様
々
な
行
政
課
題
の

発
生
が
見
込
ま
れ
る
中
、
住
民
に
対
す
る
サ
ー
ビ
ス

を
将
来
に
わ
た
っ
て
安
定
的
に
提
供
で
き
る
機
能
や

体
制
を
確
保
す
る
こ
と
が
重
要
と
な
り
ま
す
。

そ
の
た
め
、
市
町
村
に
お
い
て
は
、
さ
ら
な
る
行

財
政
改
革
や
、地
域
社
会
の
多
様
な
主
体
と
の
連
携
・

協
働
を
図
る
と
と
も
に
、地
域
の
状
況
に
よ
っ
て
は
、

広
域
連
携
や
市
町
村
の
合
併
に
取
り
組
む
必
要
性
を

明
記
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
町
村
の
将
来
像
や
進
む
べ
き
方
向
性
に

つ
い
て
は
、
地
方
自
治
の
理
念
で
あ
る
住
民
自
治
及

び
団
体
自
治
の
原
則
に
の
っ
と
り
、
市
町
村
が
住
民

と
と
も
に
十
分
に
議
論
を
行
っ
た
上
で
、
市
町
村
自

ら
が
判
断
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
市
町
村
を
包

括
す
る
広
域
の
自
治
体
で
あ
る
府
と
し
て
は
、
こ
れ

連
携
の
促
進
、
③
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
の
円
滑

化
、
④
そ
の
他
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に

関
し
て
、
市
町
村
や
地
域
の
実
情
に
応
じ
て
施
策
を

実
施
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
大
阪
府
議
会
の
責
務
と
し
て
は
、
基
礎
自
治

機
能
の
充
実
及
び
強
化
を
図
る
た
め
、
①
知
事
に
必

要
な
提
言
を
行
う
こ
と
、
②
住
民
の
理
解
の
増
進
や

府
内
市
町
村
議
会
と
の
連
携
等
に
努
め
る
こ
と
、
③

調
査
研
究
を
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。

（
４
）
基
本
方
針

第
６
条
で
は
、
第
４
条
に
定
め
る
大
阪
府
の
責
務

を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
、「
基
礎
自
治
機
能
充

実
強
化
基
本
方
針
」（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
い

ま
す
。）
を
策
定
す
る
も
の
と
し
て
い
ま
す
。
基
本

方
針
に
は
、

①
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
の
取
組
の
方

向
性
に
関
す
る
事
項

②
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施

策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
事
項

を
定
め
る
こ
と
と
し
て
お
り
、
後
述
す
る
よ
う
に
、

令
和
６
年
10
月
現
在
、
大
阪
府
（
知
事
）
に
お
い
て

基
本
方
針
の
策
定
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

（
５
）
基
本
的
施
策

第
７
条
か
ら
第
14
条
で
は
、
府
が
取
り
組
む
べ
き

基
本
的
施
策
に
つ
い
て
定
め
て
い
ま
す
。

先進・ユニーク条例



自治体法務研究 2024・冬◆ 66

前
述
の
「
基
本
理
念
」
の
と
お
り
、
市
町
村
に
お

い
て
は
、
課
題
を
的
確
に
予
測
し
な
が
ら
取
組
を
進

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
財
政
収
支
を

始
め
と
す
る
将
来
予
測
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ

う
、
情
報
提
供
な
ど
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
と
と
も

に
、
そ
の
将
来
予
測
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
の
同
意

を
得
て
公
表
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
ま

す
（
第
７
条
）。

ま
た
、
同
じ
く
市
町
村
に
お
い
て
、
住
民
と
と
も

に
、
将
来
像
や
進
む
べ
き
方
向
性
に
つ
い
て
十
分
議

論
を
行
い
な
が
ら
検
討
さ
れ
る
べ
き
こ
と
か
ら
、
府

と
し
て
、
住
民
と
の
丁
寧
な
議
論
や
必
要
な
施
策
の

実
施
に
向
け
た
気
運
の
醸
成
（
第
８
条
）
や
、
施
策

を
実
施
す
る
た
め
の
調
査
・
研
究
に
取
り
組
む
こ
と

（
第
９
条
）
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
市
町
村
の
現
状
や
今
後
想
定
さ
れ
る
課

題
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
市
町
村
と
共
有
す
る
こ

と
（
第
10
条
）
や
、
府
と
し
て
も
、
基
礎
自
治
機
能

の
充
実
及
び
強
化
の
重
要
性
に
つ
い
て
住
民
の
理
解

を
深
め
る
た
め
の
情
報
発
信
を
行
う
こ
と（
第
11
条
）

と
し
て
い
ま
す
。

第
12
条
か
ら
第
14
条
に
お
い
て
は
、
府
の
責
務
で

あ
る
「
組
織
及
び
運
営
の
合
理
化
」、「
広
域
連
携
」、

「
市
町
村
の
合
併
」
に
関
し
、
市
町
村
か
ら
の
求
め

に
応
じ
、
技
術
的
な
助
言
な
ど
必
要
な
支
援
措
置
を

講
ず
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、第
17
条
で
は
、

基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を

推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
財
政
措
置
を
講
ず
る
も
の

と
し
て
い
ま
す
。

な
お
自
主
的
な
市
町
村
の
合
併
に
つ
い
て
は
、
第

15
条
及
び
第
16
条
で
支
援
等
を
定
め
て
い
ま
す
。
具

体
的
に
は
、
合
併
し
よ
う
と
す
る
市
町
村
が
法
定
の

合
併
協
議
会
を
設
置
し
た
場
合
、
市
町
村
長
か
ら
の

求
め
に
応
じ
、
当
該
区
域
を
合
併
円
滑
化
等
支
援
地

域
に
指
定
し
、
支
援
す
る
た
め
の
計
画
（
市
町
村
合

併
円
滑
化
等
支
援
計
画
）
を
策
定
す
る
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。
こ
の
支
援
計
画
で
は
、
行
財
政
運
営
や
ま

ち
づ
く
り
の
支
援
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
こ
と
と

し
て
お
り
、
大
阪
府
と
し
て
は
、
同
計
画
に
基
づ
き
、

自
主
的
な
合
併
の
円
滑
化
や
、
合
併
し
た
市
町
村
の

円
滑
な
運
営
の
確
保
、
均
衡
あ
る
発
展
の
支
援
の
た

め
の
施
策
（
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
施
策
）
を

実
施
す
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す
。

（
６
）
推
進
本
部

大
阪
府
の
責
務
（
第
４
条
）
に
掲
げ
る
、
基
礎
自

治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
関
す
る
施
策
を
総
合
的

に
推
進
す
る
た
め
、「
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実

強
化
推
進
本
部
」
を
置
く
こ
と
と
し
て
い
ま
す
（
第

18
条
）。
同
推
進
本
部
は
、
知
事
を
本
部
長
、
副
知

事
を
副
本
部
長
と
し
て
（
第
20
条
）、

①
第
６
条
に
規
定
す
る
基
本
方
針
の
案
の
作
成

②
広
域
連
携
の
促
進

③
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
計
画
の
案
の
作
成

及
び
実
施
の
推
進

④
市
町
村
合
併
円
滑
化
等
支
援
施
策
の
総
合
調
整

及
び
実
施
状
況
の
評
価

⑤
そ
の
他
、
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に

関
す
る
施
策
で
重
要
な
も
の
の
企
画
・
立
案
・

総
合
調
整

に
関
す
る
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
こ
と
と
し
て
い
ま
す

（
第
19
条
）。

４　

条
例
に
関
連
し
た
こ
れ
ま
で
の
取

組
、
今
後
予
定
し
て
い
る
取
組

大
阪
府
で
は
、
総
務
部
市
町
村
局
を
中
心
に
、
本

条
例
の
制
定
前
か
ら
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強

化
に
関
す
る
取
組
を
進
め
て
い
ま
す
。

主
な
取
組
内
容
と
し
て
は
、
平
成
29
年
度
か
ら
、

市
町
村
の
将
来
課
題
と
そ
の
対
応
策
に
関
す
る
基
本

的
な
検
討
・
研
究
を
ス
タ
ー
ト
し
、
市
町
村
の
職
員

に
も
参
加
い
た
だ
き
な
が
ら
、「
基
礎
自
治
機
能
の

維
持
・
充
実
に
関
す
る
研
究
会
」
を
実
施
し
、「
府

内
市
町
村
の
課
題
・
将
来
見
通
し
に
関
す
る
研
究
」、

そ
の
対
応
策
と
し
て
、「
広
域
連
携
」
や
「
合
併
」

等
に
関
す
る
研
究
を
実
施
し
ま
し
た
。

ま
た
、
令
和
２
年
度
か
ら
は
、
課
題
・
対
応
策
に

関
す
る
具
体
的
な
検
討
と
し
て
、
行
財
政
基
盤
が
比

較
的
弱
い
町
村
と
、
個
別
に
「
町
村
の
将
来
の
あ
り

方
に
関
す
る
勉
強
会
」
を
立
ち
上
げ
、
人
口
減
少
・

高
齢
化
が
長
期
的
財
政
収
支
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
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与
え
る
か
を
分
析
す
る
た
め
、
町
村
と
共
同
で
、「
中

長
期
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
を
作
成
し
、
毎
年

更
新
し
て
い
ま
す
。
中
長
期
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
市
へ
の
作
成
支

援
を
展
開
し
て
お
り
、こ
れ
は
引
き
続
き
第
７
条（
市

町
村
の
財
政
収
支
等
の
将
来
の
予
測
）
の
重
要
な
取

組
と
考
え
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、
令
和
４
年
度
か
ら
は
、
具
体
的
な
行
政

課
題
の
対
応
方
策
等
に
つ
い
て
、
町
村
と
共
同
で
検

討
を
開
始
し
、
他
の
地
域
に
先
行
し
て
、
南
河
内
地

域
の
太
子
町
・
河
南
町
・
千
早
赤
阪
村
と
の
共
同
取

組
を
開
始
し
た
ほ
か
、
令
和
５
年
度
は
、
島
本
町
や

能
勢
町
と
の
検
討
も
行
い
ま
し
た
。

令
和
６
年
度
は
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
を
さ
ら
に
進

め
て
い
る
ほ
か
、
本
条
例
に
基
づ
く
基
本
方
針
の
策

定
に
着
手
し
、
８
月
に
大
阪
府
基
礎
自
治
機
能
充
実

強
化
推
進
本
部
の
会
議
が
開
催
さ
れ
、
基
本
方
針
の

骨
子
が
確
定
し
た
と
こ
ろ
で
す
。
今
後
、
具
体
的
な

取
組
内
容
に
つ
い
て
の
検
討
・
調
整
や
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
の
実
施
を
経
て
、
令
和
６
年
度
中
の
基
本

方
針
策
定
に
向
け
て
取
り
組
ん
で
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

特
別
委
員
会
に
お
い
て
も
、
条
例
施
行
を
受
け
た

取
組
状
況
に
つ
い
て
理
事
者
か
ら
説
明
聴
取
し
た
ほ

か
、
令
和
６
年
８
月
に
は
、
知
事
に
対
し
、
基
礎
自

治
機
能
充
実
強
化
基
本
方
針
の
策
定
、
推
進
体
制
の

構
築
、
財
政
支
援
等
の
取
組
に
つ
い
て
提
言
を
行
い

ま
し
た
。
今
後
、
第
５
条
（
府
議
会
の
責
務
）
に
基

づ
く
取
組
と
し
て
、
市
町
村
議
会
と
の
連
携
や
調
査

研
究
な
ど
を
検
討
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

５　

お
わ
り
に

本
条
例
は
、
市
町
村
が
住
民
サ
ー
ビ
ス
を
将
来
に

わ
た
っ
て
安
定
的
に
提
供
し
て
い
け
る
よ
う
、
都
道

府
県
に
お
け
る
責
務
や
支
援
に
向
け
た
基
本
的
事
項

を
明
記
し
た
、
全
国
唯
一
の
条
例
で
あ
る
と
考
え
て

い
ま
す
。
基
礎
自
治
機
能
の
充
実
及
び
強
化
に
向
け

た
市
町
村
の
取
組
を
支
援
す
る
こ
と
で
、
住
民
が
地

域
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
社
会
が
実
現

す
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
ま
す
。

先進・ユニーク条例


